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令和２年９月井手町議会（定例会）会議録（第２号）  

 

招集年月日  

     令和２年９月２３日  

招集の場所  

     井手町役場議場  

開閉会日時及び宣告  

     開会  令和２年９月２３日午前１０時００分  議長  西島寛道  

     閉会  令和２年９月２３日午前１１時１４分  議長  西島寛道  

応招議員  

       １番  奥田  俊夫       ２番  脇本  尚憲  

       ３番  谷田  利一       ４番  西島  寛道  

       ５番  岡田  久雄       ７番  丸山  久志  

       ８番  中坊   陽        ９番  谷田みさお  

       10番  木村  武壽  

不応招議員  

       な   し  

出席議員  

       １番  奥田  俊夫       ２番  脇本  尚憲  

       ３番  谷田  利一       ４番  西島  寛道  

       ５番  岡田  久雄       ７番  丸山  久志  

       ８番  中坊   陽        ９番  谷田みさお  

       10番  木村  武壽  

欠席議員  

       な   し  

会議録署名議員の氏名  

       ２番  脇本  尚憲       ９番  谷田みさお  

本会議に職務のため出席した者の職氏名  

 議 会 事 務 局 長 木田ゆかり      議 会 書 記 仁木   崇   

 議 会 書 記 梶田  篤志      議 会 書 記 辻󠄀井  祐介  

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名  

 町 長 汐見  明男      副 町 長 島田  智雄  
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 参 与 西垣  義郎      教 育 長 中田  邦和  

 理事兼総務課長事務取扱 脇本  和弘      理事兼地域創生推進室長事務取扱 藤岡   栄   
 
                    学 校 教 育 課 長 ・  理事兼上下水道課長事務取扱 中島  一也               高江  裕之  
                    自然休養村管理センター館長兼務 
 

 企 画 財 政 課 長 花木  秀章      会計管理者・会計課長兼務 光田  恵理  

 住 民 福 祉 課 長 野﨑  裕美      保 健 医 療 課 長 中谷   誠   
 
                    保健センター所長・  高 齢 福 祉 課 長 寺井  佳孝               小山   烈   
                    地域包括支援センター所長兼務 
 
                    社 会 教 育 課 長 ・  産 業 環 境 課 長 菱本  嘉昭               中坊  玲子  
                    山吹ふれあいセンター所長・図書館長兼務 
 

議事日程  

     別紙のとおり  

会議に付した事件  

     別紙のとおり  

会議の経過  

     別紙のとおり  
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令和２年９月井手町議会定例会 

 

議 事 日 程〔第２号〕 

令和２年９月２３日（水）午前１０時開議  

 

第１  会議録署名議員の指名  

第２  令和元年度井手町各会計歳入歳出決算及び各基金運用状況審査意見書並

びに財政健全化審査意見書等について  

第３  議案第 44号  令和元年度井手町一般会計、特別会計「国民健康保険、多

賀地区簡易水道、後期高齢者医療、介護保険、公共下水道」

歳入歳出決算認定の件  

第４  議案第 45号  令和元年度井手町水道事業会計決算認定の件  

第５  議案第 46号  令和元年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算認定の

件  

第６  議案第 37号  井手町出産応援基金条例制定の件  

第７  議案第 39号  令和２年度井手町一般会計補正予算（第３回）  

第８  令和元年度城南土地開発公社決算に関する報告書について  

第９  発議第２号  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書  

第 10 発議第３号  インターネット上での人権保護を求める意見書  

第 11 閉会中の継続調査の申出について  
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議事の経過 

 

議長（西島寛道）   皆さん、ご参集ご苦労さまでございます。  

 奥田俊夫議員より、発議第２号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書が、また、脇

本尚憲議員より、発議第３号、インターネット上での人権保護を求める意見

書が提出されておりますので、皆様のお手元に配付いたしました。なお、日

程事項として組み入れておきましたので、よろしく審議願います。  

 ただいまから、令和２年９月井手町議会定例会を再開し、直ちに本日の会

議を開きます。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、２番、脇本尚憲

議員、９番、谷田みさお議員を指名いたします。  

 日程第２、令和元年度井手町各会計歳入歳出決算及び各基金運用状況審査

意見書並びに財政健全化審査意見書等について、小川代表監査委員、内容説

明並びに補足されることがありましたら、発言を許します。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   小川代表監査委員。  

代表監査委員（小川  均）   皆さん、おはようございます。監査委員の小川

でございます。よろしくお願いいたします。  

 本年の決算監査におきましては、皆さんご承知のようにコロナ禍という形

で非常に大変な時期ではございましたけれども、職員皆様方のご協力により

まして、おかげさまで無事決算監査を終えることができました。本当にあり

がたく思っておる次第でございます。  

 それでは、内容説明にさせていただきたいと思います。  

 それでは、さきに提出しております決算審査意見書につきまして、若干補

足説明をさせていただきます。  

 ８月２６日と８月２７日、９月３日の３日間にわたりまして、ここにご出

席していただいております、また監査委員でございます中坊議員に同席をし

ていただきまして決算監査を実施いたしました。審査に当たっては、町長か

ら提出された決算書類について、計算に過誤がないか、実際の収支が収支命

令に符合しているか、収支が違法でないかを検証するため、会計簿、証書類
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等の照合、事務聴取、その他の審査を実施しました。また、財政運営が経済

的、効率的かつ合理的にされているか、行政水準の向上が図れているかを主

眼として考察をいたしました。  

 結果、関係諸帳簿の決算計数はいずれも符合しており、誤りのないことを

確認いたしました。また、公有財産、物品及び基金について、それぞれ抽出

により調書の計数と財産台帳、収入歳出簿、備品台帳等を照合した結果、計

数はいずれも正確であると認められました。令和元年度は、井手町第４次総

合計画で示す六つの基本方針に沿い、目標達成に向けて着実に取り組まれて

いるところであります。  

 歳入につきましては、本町は自主財源に乏しく、依然として依存財源が多

く占める状況ですが、交付税や補助金を有効に活用し、各種事業を着実に遂

行されており、高く評価をするところであります。一方、歳出につきまして

も、福祉や教育、暮らしの周辺整備など、住民の安心・安全のため事業に積

極的に取り組まれているとともに、様々な事業に必要な財源について、早い

時期から人件費の削減や事務事業の再編、整理など、積極的に行政改革に取

り組まれてきたことが現在の健全財政につながっているとは言うまでもあり

ません。また、府内でも住民サービスが上位に位置されながら計画的に基金

を積み立て、それらを有効に運用されて、健全な行財政運営に努められてい

るなど、評価すべき点が随所で見受けられるところであります。  

 特別会計及び水道事業会計につきましても、経費削減に努力の跡が見られ

て、全ての会計で黒字であったことを確認いたしました。  

 今後につきましても、歳入歳出両面において中長期的な視点に立ち、有効

性のある事務事業の進行管理に基づいた行政運営により健全財政を維持しつ

つ、住民サービスのさらなる向上に取り組まれることを期待いたします。  

 後になりましたけれども、本町では新型コロナウイルスの感染があり、迅

速な対応により感染拡大を抑えられました。また、国の特別支援金のほか町

独自で特別給付金のほか、感染防止支援としてマスクの大量配布等、他の市

町村に例のない特別な対策を住民に寄与されたとの確認もいたしました。評

価することができるものと思っております。  

 以上、令和元年度決算審査補足説明を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございました。  

議長（西島寛道）   小川代表監査委員、どうもご苦労さまでした。  
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 この際、暫時休憩します。  

     休憩  午前１０時０７分  

     再開  午前１０時０８分  

議長（西島寛道）   休憩前に引き続き、再開します。  

 日程第３、議案第４４号、令和元年度井手町一般会計、特別会計「国民健

康保険、多賀地区簡易水道、後期高齢者医療、介護保険、公共下水道」歳入

歳出決算認定の件から、日程第５、議案第４６号、令和元年度井手町多賀財

産区特別会計歳入歳出決算認定の件までの３件を一括審議といたします。  

 議案第４４号、提出者より提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   それでは、議案第４４号、決算認定の件についてご説明

申し上げます。  

 令和元年度井手町一般会計歳入歳出決算書、令和元年度井手町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算書、令和元年度井手町多賀地区簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算書、令和元年度井手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

書、令和元年度井手町介護保険特別会計歳入歳出決算書、令和元年度井手町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書は、監査委員の審査を経たので、別

紙のとおり意見書をつけて地方自治法第２３３条第３項の規定により、町議

会の認定に付する。  

 では、１７４ページをご覧ください。一般会計歳入歳出決算書の実質収支

に関する調書であります。  

 区分、歳入総額４３億６，９４５万８，４８６円、歳出総額３９億８，９

９７万７，３７０円、歳入歳出差引額３億７，９４８万１，１１６円、翌年

度へ繰り越すべき財源、継続費逓次繰越額ゼロ円。繰越明許費繰越額２，８

２２万３，０００円、事故繰越し繰越額ゼロ円。計２，８２２万３，０００

円、実質収支額３億５，１２５万８，１１６円、実質収支額のうち地方自治

法第２３３条の２の規定による基金繰入額、以下、基金繰入額と申します、

ゼロ円でございます。  

 次に、２０２ページをご覧ください。国民健康保険特別会計歳入歳出決算

書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額８億２，４８７万８，１３９円、歳出総額８億２，２２６
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万９，２７９円、歳入歳出差引額２６０万８，８６０円、翌年度へ繰り越す

べき財源はございません。実質収支額２６０万８，８６０円、基金繰入額ゼ

ロ円であります。  

 次に、２１６ページをご覧ください。多賀地区簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額５，２５２万４，８７９円、歳出総額４，８９７万２，８

３５円、歳入歳出差引額３５５万２，０４４円、翌年度へ繰り越すべき財源

はございません。実質収支額３５５万２，０４４円、基金繰入額ゼロ円でご

ざいます。  

 次に、２３０ページをご覧ください。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額１億１，３１９万７，８９０円、歳出総額１億１，０６６

万９，７５５円、歳入歳出差引額２５２万８，１３５円、翌年度へ繰り越す

べき財源はございません。実質収支額２５２万８，１３５円、基金繰入額ゼ

ロ円であります。  

 次に、２６０ページをご覧ください。介護保険特別会計保険事業勘定歳入

歳出決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額８億８，５０３万９，５６７円、歳出総額８億４，６６９

万１，２８１円、歳入歳出差引額３，８３４万８，２８６円、翌年度へ繰り

越すべき財源はございません。実質収支額３，８３４万８，２８６円、基金

繰入額ゼロ円でございます。  

 次に、２７０ページをご覧ください。介護保険特別会計サービス事業勘定

歳入歳出決算書の実質収支に関する調書であります。  

 歳入総額２，２８０万３，８９４円、歳出総額４３７万１，８９５円、歳

入歳出差引額１，８４３万１，９９９円、翌年度へ繰り越すべき財源はござ

いません。実質収支額１，８４３万１，９９９円、基金繰入額ゼロ円でござ

います。  

 次に、２８６ページをご覧ください。公共下水道特別会計歳入歳出決算書

の実質収支に関する調書であります。  

 歳入総額４億５，６５６万７，６６３円、歳出総額４億４，１５１万５，

４８３円、歳入歳出差引額１，５０５万２，１８０円、翌年度へ繰り越すべ

き財源につきましては、繰越明許費繰越計算額１２５万２，０００円、計１
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２５万２，０００円でございます。実質収支額１，３８０万１８０円、基金

繰入額ゼロ円であります。  

 次のページ、２８７ページをご覧ください。令和元年度財産に関する調書

でございまして、内容につきましては、後ほどご覧おきください。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（西島寛道）   次に、議案第４５号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   中島上下水道課長。  

理事（中島一也）   それでは、議案第４５号、決算認定の件についてご説明

申し上げます。  

 令和元年度井手町水道事業会計決算書は、監査委員の審査を経たので、別

紙のとおり意見書をつけて地方公営企業法第３０条第４項の規定により、町

議会の認定に付する。  

 １ページをお開き願います。令和元年度井手町水道事業会計決算報告書で

ございます。  

 １、収益的収入及び支出の収入であります。  

 １款、水道事業収益、当初予算額１億３，２３９万円、合計、同額です。

決算額１億３，２７９万６，１２６円、予算額に比べ、決算額の増減、以下

増減と申し上げます、４０万６，１２６円。第１項営業収益、当初予算額１

億７５３万６，０００円、合計、同額です。決算額１億７３９万１，７３７

円、増減１４万４，２６３円の減。第２項営業外収益、当初予算額２，４８

５万３，０００円、合計、同額です。決算額２，５４０万４，３８９円、増

減５５万１，３８９円。第３項特別利益、当初予算額１，０００円、合計、

同額です。決算額ございません。増減１，０００円の減であります。  

 次に、支出であります。  

 第１款水道事業費用、当初予算額１億３，２３９万４，０００円、小計、

合計ともに同額です。決算額１億１，２２１万８，１３３円、不用額２，０

１７万５，８６７円。第１項営業費用、当初予算額１億２，１６６万８，０

００円、小計、合計ともに同額です。決算額１億４９４万２９３円、不用額

１，６７２万７，７０７円。第２項営業外費用、当初予算額１，０２２万４，

０００円、小計、合計ともに同額です。決算額７２２万１，５６０円、不用

額３００万２，４４０円。第３項特別損失、当初予算額２，０００円、小計、
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合計ともに同額です。決算額５万６，２８０円、不用額５万４，２８０円の

減。第４項予備費、当初予算額５０万円、小計、合計ともに同額です。決算

額ございません。不用額５０万円であります。  

 次のページをお開き願います。２、資本的収入及び支出の収入であります。  

 第１款資本的収入、当初予算額５，４００万３，０００円、小計、合計と

もに同額です。決算額３，７０７万３，５６７円、予算額に比べ、決算額の

増減、以下、増減と申し上げます、１，６９２万９，４３３円の減。第１項

企業債、当初予算額３，９００万円、小計、合計ともに同額です。決算額２，

１００万円、増減１，８００万円の減。第２項分担金、当初予算額１００万

円、小計、合計ともに同額です。決算額２０７万３，５６７円、増減１０７

万３，５６７円。第３項寄附金、当初予算額１，０００円、小計、合計とも

に同額です。決算額ございません。増減１，０００円の減。第４項その他資

本的収入、当初予算額１，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額ご

ざいません。増減１，０００円の減。第５項負担金、当初予算額１，４００

万１，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額１，４００万円、増減

１，０００円の減であります。  

 次に、支出であります。  

 第１款、資本的支出、当初予算額１億７３６万５，０００円、小計、合計

ともに同額です。決算額６，８５３万９，９０５円、地方公営企業法第２６

条の規定による繰越額、以下、繰越額と申し上げます、２，３９８万３，６

００円、合計同額です。不用額１，４８４万１，４９５円。第１項建設改良

費、当初予算額８，７８１万４，０００円、小計、合計ともに同額です。決

算額４，８９９万８３２円、繰越額２，３９８万３，６００円、合計同額で

す。不用額１，４８３万９，５６８円。第２項企業債償還金、当初予算額１，

９５５万円、小計、合計ともに同額です。決算額１，９５４万９，０７３円、

不用額９２７円。第３項その他資本的支出、当初予算額１，０００円、小計、

合計ともに同額です。決算額ございません。不用額１，０００円であります。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３，１４６万６，３３８円

は、当年度消費税資本的収支調整額３７２万５，９０３円及び過年度分損益

勘定留保資金２，７７４万４３５円で補塡した。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（西島寛道）   次に、議案第４６号の説明を求めます。  



 

－５６－ 

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   花木企画財政課長。  

企画財政課長（花木秀章）   それでは、議案第４６号、決算認定の件につき

ましてご説明申し上げます。  

 令和元年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算書は、監査委員の審査

を経たので、別紙のとおり意見書をつけて地方自治法第２３３条第３項の規

定により、町議会の認定に付する。  

 それでは、１４ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございま

す。  

 区分、歳入総額２２０万３，１１３円、歳出総額１９７万８，５６９円、

歳入歳出差引額２２万４，５４４円、翌年度へ繰り越すべき財源はございま

せん。実質収支額２２万４，５４４円、実質収支額のうち地方自治法第２３

３条の２の規定による基金繰入額、ございません。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（西島寛道）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 お諮りします。本３件については、監査委員の中坊  陽議員を除く８人の

委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の

継続審査とすることにいたしたいと思います。これに異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   異議なしと認めます。したがって、議案第４４号、令和

元年度井手町一般会計、特別会計「国民健康保険、多賀地区簡易水道、後期

高齢者医療、介護保険、公共下水道」歳入歳出決算認定の件から、議案第４

６号、令和元年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算認定の件までの３

件については、中坊  陽議員を除く８人の委員をもって構成する決算特別委

員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しまし

た。  

 お諮りします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につ

いては、井手町議会委員会条例第６条第４項の規定により、奥田俊夫議員、
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脇本尚憲議員、谷田利一議員、西島寛道議員、岡田久雄議員、丸山久志議員、

谷田みさお議員、木村武壽議員、以上８人を指名したいと思います。これに

ご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたし

ました８人の議員を決算特別委員に選任することに決定しました。  

 ただいま決算特別委員会の委員も決まりましたので、ここで休憩したいと

思います。休憩中、特別委員会を開いていただきまして、正副委員長の互選

を願います。なお、その結果を報告願います。  

 それでは暫時休憩いたします。  

     休憩  午前１０時２７分  

     再開  午前１０時２７分  

議長（西島寛道）   休憩前に引き続き、再開します。  

 ただいま、休憩中に開会されました決算特別委員会より、正副委員長の互

選結果の報告がございましたので、ご報告します。  

 決算特別委員会の委員長には丸山久志議員、副委員長には脇本尚憲議員と

決定いたしました。  

 この際、暫時休憩します。  

     休憩  午前１０時２７分  

     再開  午前１０時２８分  

議長（西島寛道）   休憩前に引き続き、再開します。  

 次に、日程第６、議案第３７号、井手町出産応援基金条例制定の件を議題

とします。  

 本案について委員長の報告を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   脇本尚憲産業厚生常任委員長。  

２番（脇本尚憲）   ただいま議題となっております議案第３７号、井手町出

産応援基金条例制定の件につきまして、産業厚生常任委員会における審査の

経過並びに結果についてご報告します。  

 本委員会は、９月１６日に招集いたしまして、５名の委員出席のもと、町

長並びに参与関係者の出席を求め、慎重かつ熱心に審査を行いました。その

質疑の中から主な内容について、ご報告申し上げます。  
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 今回の基金の設置目的、積立額、運用期間はどうするのかとの質疑に、少

子化が進展する中、本町において次代を担う子どもたちの出産を応援し、祝

福する環境づくりを推進するため基金を設置するもので、積立額は１億円、

過去の出生状況から１年間に約４０人、１児童につき１０万円とし、年間４

００万円と見込んでおり、現行水準であれば約２５年の事業と考えていると

の答弁がありました。  

 基金を使って行う事業の詳細な中身はとの質疑に、令和３年４月以降に出

生された児童で、出生後、最初に井手町の住民基本台帳に登録されているこ

とや、保護者が出産の時点で１年以上住所を有し、かつ申請を行う日まで引

き続き居住していること等を考えており、来年４月の施行に向けて要綱で支

給要件等の詳細を定めたいと考えているとの答弁がありました。  

 外国人の方が出産された場合、また出産はされないけど、養子縁組や里親

として井手町で子どもを育てられる場合は対象となるのかとの質疑に、外国

人の方も対象、また児童の親権を行う者、また未成年後見人その他で、児童

を現に監護する者についても要件に組み入れたいと考えているとの答弁があ

りました。  

 その他といたしまして、本町の最も大きな課題は人口減少化をいかに食い

止めるかである。これまでから少子化対策の一つとして子育て施策を種々講

じてきたが、出産に対して対策がこれまでなかったということで、今回の対

策となった。まだまだ不十分さはあるが、応援できればという思いで提案し

たと説明がありました。  

 また、賛成討論において「これから子どもを産み育てていく井手町の住民

の方に、出産についての支援は非常によい施策と考えるが、出産という非常

にリプロダクティブ・ライツな問題に行政が応援するという名称を使うこと

に違和感を覚えるので、給付金の名称は十分に検討いただきたい。また、出

産を希望してそれに至る努力をされている方に対しても、基金を活用できる

中身にしていただきたい」とありました。  

 採決を行いました結果、議案第３７号、井手町出産応援基金条例制定の件

は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しましたので、ここに報告

いたします。  

議長（西島寛道）   これで委員長の報告を終わります。  

 ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  
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 質疑ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 木村武壽議員。  

１０番（木村武壽）   １０番、木村武壽です。  

 本定例会において付託されました出産応援基金を制定する議案に、賛成の

立場で討論いたします。  

 コロナウイルスの中、新生児に係る臨時給付金をされることは、保護者の

皆さんから大変喜ばれております。そのような中、来年度以降に生まれてく

る新生児に不公平になってはならないという観点から、今回、子育て支援策

の一環として、出産を応援する基金制定をされることは大変よいことだと思

います。また、これが人口減少が進む本町にとりまして、歯止めをかけるき

っかけになればよいと思いますので、本議案に賛成いたします。  

 以上です。  

議長（西島寛道）   ほかに討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   これで討論を終わります。  

 これから、議案第３７号、井手町出産応援基金条例制定の件を採決します。  

 本件に対する委員長の報告は可決であります。  

 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（西島寛道）   挙手全員です。したがって、議案第３７号は委員長の報

告のとおり可決されました。  

 日程第７、議案第３９号、令和２年度井手町一般会計補正予算（第３回）

を議題とします。  

 提出者からの提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   花木企画財政課長。  

企画財政課長（花木秀章）   それでは、議案第３９号、令和２年度井手町一

般会計補正予算（第３回）につきましてご説明申し上げます。  
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 令和２年度井手町の一般会計補正予算（第３回）は、次に定めるところに

よる。  

 第１条、歳入歳出予算の補正の規定でございます。既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ２億１，９３４万９，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億７，９９０万８，０００円とする。  

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。  

 それでは、６ページをご覧ください。歳入歳出予算事項別明細書にてご説

明申し上げます。  

 歳入であります。１３款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担

金、今回７万２，０００円を減額し、計１，００３万９，０００円。児童福

祉費負担金の７万２，０００円の減であります。  

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費補助金、今回１億６，０

２５万円を追加し、計１０億５９０万円。総務管理費補助金の１億６，０２

５万円であります。２目民生費補助金、今回４４６万３，０００円を追加し、

計２，５７７万８，０００円。児童福祉費補助金の４４６万３，０００円で

あります。５目教育費補助金、今回１，７７０万５，０００円を追加し、計

２，１６３万２，０００円。小学校費補助金の１，１６１万５，０００円、

中学校費補助金の６０９万円であります。  

 １６款府支出金、２項府補助金、５目商工費補助金、今回２８０万円を追

加し、計２９１万５，０００円。観光費補助金の２８０万円であります。  

 １８款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、今回１３万円を追加し、計

１６万６，０００円。一般寄附金の１３万円であります。２目民生寄附金、

今回１０３万円を追加し、計１０３万１，０００円。社会福祉費寄附金の１

０３万円であります。  

 １９款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、今回１９７万

１，０００円を減額し、計１億６，８２９万６，０００円。財政調整基金繰

入金の１９７万１，０００円の減であります。６目庁舎等整備基金繰入金、

今回２，９００万円を追加し、計１億７，９５０万円。庁舎等整備基金繰入

金の２，９００万円であります。８目井手町地域商業活性化支援基金繰入金、

今回２，２００万円を減額し、計６７５万円。井手町地域商業活性化支援基

金繰入金の２，２００万円の減であります。９目ふるさと応援基金繰入金、
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前回まで累計ございません。今回新たに１００万円を計上し、計１００万円。

ふるさと応援基金繰入金の１００万円であります。  

 １９款繰入金、２項特別会計繰入金、１目介護保険会計繰入金、前回まで

累計ございません。今回新たに１，４４８万７，０００円を計上し、計１，

４４８万７，０００円。介護保険会計繰入金の１，４４８万７，０００円で

あります。  

 ２０款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、今回１，０１５万９，０００円

を追加し、計１，７２３万６，０００円。前年度繰越金の１，０１５万９，

０００円であります。  

 ２１款諸収入、４項雑入、３目雑入、今回２３６万８，０００円を追加し、

計１，６０４万５，０００円。雑入の２３６万８，０００円であります。  

 次のページをご覧ください。  

 歳出であります。２款総務費、１項総務管理費、３目財政管理費、今回１

億円を追加し、計６億１，０５７万１，０００円。財源内訳といたしまして、

一般財源の１億円であります。積立金の１億円であります。５目財産管理費、

財源組替えでありまして、財源内訳といたしまして、国府支出金の７２万５，

０００円、一般財源の７２万５，０００円の減であります。９目まちづくり

推進費、今回３５０万円を追加し、計３，２４０万２，０００円。財源内訳

といたしまして、その他の１００万円、一般財源の２５０万円であります。

委託料の２５０万円、負担金補助及び交付金の１００万円であります。１２

目庁舎建設費、今回２，９００万円を追加し、計１億７，９５０万円、財源

内訳といたしまして、その他の２，９００万円であります。委託料の２，９

００万円であります。１３目特別定額給付金、今回２０８万円を減額し、計

９億２１２万円。財源内訳といたしまして、国府支出金の７，５７９万１，

０００円、一般財源の７，７８７万１，０００円の減であります。役務費の

４０万円の減、負担金補助及び交付金の１６８万円の減であります。１４目

ふるさと応援基金費、今回１３万円を追加し、計１６万５，０００円。財源

内訳といたしまして、その他の１３万円であります。積立金の１３万円であ

ります。１５目社会福祉基金費、前回まで累計ございません。今回新たに１

０３万円を計上し、計１０３万円。財源内訳といたしまして、その他の１０

３万円であります。積立金の１０３万円であります。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、今回１，２１６万５，
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０００円を追加し、計３億８，３６８万２，０００円。財源内訳といたしま

して、国府支出金の２，３８９万３，０００円、一般財源の１，１７２万８，

０００円の減であります。需用費の７５万２，０００円、役務費の１３万１，

０００円の減、委託料の６万円の減、償還金利子及び割引料の１，１６０万

４，０００円であります。  

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、今回３，０３９万３，０００円を

追加し、計１億３，６０８万１，０００円。財源内訳といたしまして、国府

支出金の２，４６５万３，０００円、一般財源の５７４万円であります。需

用費の１１万円、役務費の１万円、委託料の２２０万円、工事請負費の２，

２００万円、備品購入費の２０７万３，０００円、負担金補助及び交付金の

４００万円であります。４目子育て支援センター運営費、今回５４万４，０

００円を追加し、計１，３２９万１，０００円。財源内訳といたしまして、

国府支出金の５４万４，０００円であります。需用費の１０万円、備品購入

費の４４万４，０００円であります。  

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目母子保健費、今回５０万円を追加し、

計８９１万５，０００円。財源内訳といたしまして、国府支出金の５０万円

であります。需用費の２７万４，０００円、備品購入費の２２万６，０００

円であります。  

 ６款農林水産業費、１項農業費、４目農地費、今回５０万円を追加し、計

１，９２３万１，０００円。財源内訳といたしまして、一般財源の５０万円

であります。負担金補助及び交付金の５０万円であります。  

 次のページをご覧ください。  

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、今回２３８万２，０００円を

減額し、計６，２８７万円。財源内訳といたしまして、国府支出金の１，９

６１万８，０００円、その他の２，２００万円の減であります。需用費の２

万８，０００円の減、役務費の５万４，０００円の減、負担金補助及び交付

金の２３０万円の減であります。２目観光費、今回５６０万円を追加し、計

２，５９４万６，０００円。財源内訳といたしまして、国府支出金の２８０

万円、一般財源の２８０万円であります。委託料の５０万円、工事請負費の

５１０万円であります。  

 ９款消防費、１項消防費、２目非常備消防費、今回２３６万８，０００円

を追加し、計４，５６２万８，０００円、財源内訳といたしまして、その他
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の２３６万８，０００円であります。報償費の２３６万８，０００円であり

ます。  

 １０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、今回２，４３７万８，０

００円を追加し、計７，１６４万８，０００円、財源内訳といたしまして、

国府支出金の２，３１４万７，０００円、一般財源の１２３万１，０００円

であります。需用費の１７５万４，０００円、役務費の４万８，０００円、

委託料の２２０万５，０００円、備品購入費の２，０３７万１，０００円で

あります。  

 ３項中学校費、１目学校管理費、今回１，３５８万７，０００円を追加し、

計３，４４７万円。財源内訳といたしまして、国府支出金の１，３０２万６，

０００円、一般財源の５６万１，０００円であります。需用費の８４万３，

０００円、役務費の２万４，０００円、委託料の１２６万円、備品購入費の

１，１４６万円であります。  

 ４項社会教育費、１目社会教育総務費、今回１１万６，０００円を追加し、

計５，３７１万７，０００円、財源内訳といたしまして、国府支出金の５２

万１，０００円、その他の７万２，０００円の減、一般財源の３３万３，０

００円の減であります。需用費の６万５，０００円、備品購入費の５万１，

０００円であります。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（西島寛道）   続いて、主な事業の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   花木企画財政課長。  

企画財政課長（花木秀章）   それでは、令和２年度井手町一般会計補正予算

（第３回）に計上した事業の概要につきましてご説明申し上げます。  

 図面対象番号１、事業名、子育て施設換気システム整備、事業費２，４２

０万円、財源内訳といたしまして、国府支出金の１，８４６万円、一般財源

の５７４万円であります。  

 事業の概要といたしまして、換気システム整備、玉川保育園５台、いづみ

保育園４台、多賀保育園１台、子育て支援センター１台であります。  

 次に、図面対象番号２、事業名、野外活動センター施設整備、事業費５６

０万円、財源内訳といたしまして、国府支出金の２８０万円、一般財源の２

８０万円であります。  
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 事業の概要といたしまして、テントサイト等整備であります。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（西島寛道）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑ありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   谷田みさお議員。  

９番（谷田みさお）   ６ページですけれども、国の方から、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金、これ、国の２次補正の分で来ていると

思うんですね。１次の分は一般質問でも出ていましたけども、７，０５２万

円でしたかね、合計すると２億３，０００万円ぐらい国から臨時交付金が出

ているわけですが、それを使ってこれまでもいろいろな事業をやっています

し、今回この補正にも上がっているものも、財源としてその２次補正分が使

われているものがあるのかと思いますが、これ、今までに予算化したもので、

まだ執行できてないのがあるわけですけど、今まで予算化した中で、この２

億３，０００万余りの交付金がどのくらい使われる見通しなのか。要するに

国から頂いたお金で、井手町はまだ独自にいろいろできるお金、このくらい

ありますと。今回の補正が認められたとして、まださらに国のお金を使って

できる財源があるのかどうか、どのくらいあるのか。  

 それと、最後に、もしこれが残った場合といいますか、今、支出の方で、

８ページですけど、井手町生活応援給付金の財源組替えを今回やるわけです

ね。こんなんも一般財源で組んでいたものを、国から頂けるお金の方に財源

を組み替えると思うんですけれども、最後、残りましたと。じゃあ、生活応

援給付金、まだ一般財源で、これ、出している分を財源組替えをして国から

頂いた分に替えますよというようなことができるのかどうか、お尋ねします。 

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   藤岡地域創生推進室長。  

理事（藤岡  栄）   谷田議員の質問にお答えします。  

 地域創生の臨時交付金につきましては、第１次の内示によりまして７，０

５２万９，０００円の給付があり、第２弾として１億６，０２５万円という

ことで、合計２億３，０７７万９，０００円の交付が内示も含めて今現在来

ております。初日の議会のときに大体説明させていただいたんですが、やは
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り９月の補正の第３弾の新規事業が今後取組を始めるということでして、第

１弾の１次の交付につきましては、生活応援給付金、それからコロナウイル

スの感染防止対策のマスク、それから中小企業の休業要請に対する支援、こ

ういったものについては使われているものについて補塡をして、利活用され

ているというふうな現状でございます。  

 利用状況につきましては以上でございます。もちろんこれまでの取組を行

ってまいりました事業については、満額充当をしております。新しいものに

つきましては、１億６，０２５万円につきまして、新規の事業について充当

をしていくというふうなことでございます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   谷田みさお議員。  

９番（谷田みさお）  今の質問、答えてもらっていない部分があるんですが、

ほかの質問もしたいんですけどね。今の答弁で、要するに今度、１次、２次

合わせて２億３，０００万国から頂ける分が、今回、井手町で一般会計補正

やってもまだ残るでしょうという話ですよ。それをどのくらいあとその国の

お金を使ってできるんですか。今回もうこれで、井手町の一般会計で補正を

組んだ分で、ほぼ国から頂いた交付金は使い切るということですか。残らな

いということですか。残った場合、もう一回財源を組み替えて、生活応援給

付金やったら１億４，０００万以上使っているわけですよね。７，５００万

は今度、財源を組み替えるんだけど、残ったら最後決算を打つときに、やっ

ぱり国のお金で全部２万円の分、財源を充てますよというようなことが考え

られるのかどうかということをさっき聞いたんですけど、そこはご答弁がな

かった。  

 あとほかに、具体的にお聞きしたいことがございます。  

 ９ページですが、空き家再生の委託料が２５０万ということで、これは当

初予算に加えて補正しなければならない。それだけまた空き家の登録件数が

増えたのか、何件ぐらい増えたのか。今現在、どのくらいの空き家の募集と

いいますか、登録で使えるというのがあるのかお尋ねをします。  

 それから、９ページの児童福祉費ですけど、子育て施設の換気システムで

すが、事業説明のところにもあるように保育園や子育て支援センターに１０

台の設備を置くということですが、イメージとして空気清浄機のようなもの

なのか、例えば床下換気みたいな部屋中の空気の流れをつくるようなものを
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工事を伴って設置をするものなのか、持ち運びできるようなものなのか。こ

れまでも空気清浄機を置いてはると思うんですけれども、それとの違い等を

お願いします。  

 それから、次に、１０ページです。教育費の方で、小学校と中学校にそれ

ぞれ情報機器整備事業ということで、備品購入と委託ということですが、子

どもに１人１台端末を整備するということが町長の挨拶の中にもありました

けど、この端末というのは、今まで学校で使っているあのタブレット端末の

ことなのか、また違うものなのか。それと、貸与なのか支給なのか。それと、

子どもの家に通信環境がない場合、幾らタブレットなり、そういう端末を支

給しても使えない家庭があると思うんですが、そういう通信環境の整備にも、

これ、使うのかどうかお尋ねをします。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   花木企画財政課長。  

企画財政課長（花木秀章）   私の方からは、谷田みさお議員の１点目の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のご質問についてお答えいた

します。  

 先ほどの藤岡理事の答弁と若干重複いたしますが、このコロナの臨時交付

金につきましては、まず１次分７，０５２万９，０００円につきましては、

６月議会において、財源組替えとして井手町生活応援給付金の方に全額充当

いたしております。今回の２次分の１億６，０２５万円分の充当先でありま

すが、まず生活応援給付金の方に７，５７９万１，０００円を充当いたして

おりますので、生活応援給付金につきましては、全額この臨時交付金を充当

して執行してきたという形になります。  

 続きまして、残りの分でありますが、新型コロナウイルス感染防止支援と

いたしまして、マスクの事業につきまして２，３８９万円充当しております。

こちらにつきましても、全ての事業をこちらの交付金を充当しているという

ことでございます。  

 次に、中小企業等休業要請支援ということで、５月の臨時議会で計上して

きた事業につきましても、３０１万８，０００円全額こちらの交付金を充当

してきております。  

 さらに、６月補正で計上いたしました中小企業等応援給付金という事業に

つきましても、今回の交付金を事業費に全額充当いたしております。  
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 さらに、今回の補正予算におきまして主に三つの事業、一つ目は子育て施

設換気システム整備、こちらの方に１，８４６万円充当いたしております。

続きまして、井手町子ども誕生臨時給付金、こちらの方にも４０２万円充当

いたしております。さらには、ＧＩＧＡスクールの関連ということで、こち

らの交付金が対象事業となっておりますので、今回の予算でいいますと、小・

中学校の情報機器等整備事業に対しまして１，８４６万８，０００円充当い

たしております。  

 それ以外にも今年度、当初予算で計上してまいりましたプレミアム付き商

品券の発行補助につきましても、今回の交付金を５５５万円充当いたしてお

りますので、こちらの今申しました合計が１億６，０２５万円になるという

ことで、臨時交付金の残額はないということでございます。  

 以上です。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   藤岡地域創生推進室長。  

理事（藤岡  栄）   先ほどの谷田議員の質問でございますが、当初予算では

５件分の２５０万を計上しております。９月１日現在で既に５件の申込みが

ございまして、２４１万円の額が既に使われております。残額がほとんどな

いということの状況でして、それから９月の末、それから年内含めて２件の

今、申込みがございます。昨年と同様の規模にはなるんですが、今回も昨年

度と同様、９月の時点で５件分２５０万を計上させていただいたというとこ

ろでございます。  

 以上です。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   野﨑住民福祉課長。  

住民福祉課長（野﨑裕美）   子育て施設換気システムの整備についてお答え

いたします。  

 玉川保育園５台、いづみ保育園４台、多賀保育園１台、子育て支援センタ

ー１台。今回予定しております１１台の空調整備については、エアコンの付

け替えを予定しております。これにつきましては、昭和６１年から平成１４

年に設置されたもので、窓を開けたままの稼働では温度調整が難しい状況と

なっております。新型コロナウイルス感染防止を図り、子どもの環境を整え

るため、換気機能を持つ空調整備を行うものです。  
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 以上です。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   高江学校教育課長。  

学校教育課長（高江裕之）   谷田みさお議員のご質問にお答えいたします。 

 今回、計上しておる情報機器整備事業の端末整備の種類なんですけど、ア

ップル社のｉＰａｄ、平成３０年度から本町で導入している端末と同じ種類

でございます。こちらの方、貸与か支給かということなんですけど、一応貸

与であります。まずは、これまでグループ学習で活用しているベースをもと

に、学習のツールとして各学校で活用していくことを考えております。  

 続いて、家庭の通信とかなんですけど、まずは学校での使用を基本として

おりまして、現在、すぐに持ち帰りということまでは考えておりません。た

だ、国の方で家庭の通信環境整備という事業がございまして、今回、この議

会の方に家庭の方で使えるモバイルルーター、そちらの予算も計上しており

ます。  

 以上でございます。  

議長（西島寛道）   ほかに質疑ありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   谷田みさお議員。  

９番（谷田みさお）   今の教育費の関連で、そのモバイルルーターが１０ペ

ージの小学校機器整備事業と中学校の機器整備事業のその備品購入費の中に

入っているということですか。そうすると、そういうことをしようと思うと、

家庭の通信環境とかを調査しないといけないと思うんですけれども、家庭に

幾ら通信環境がある家にも貸し出すとかそういうことをやろうとしているの

か、そういう調査をまだされてないと思うんですけど、それでも何台そうい

うモバイルルーターを買わなあかんとかいう予算化ができるんですか。どう

いう準備状況になっているんでしょう。備品の台数、子ども全員ということ

ですけれども、一応、それぞれの学校ごとの台数を教えてください。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   高江学校教育課長。  

学校教育課長（高江裕之）   今回の予算の中にモバイルルーターを計上して

おりまして、環境調査につきましては臨時休業中に学校の方で各家庭に、イ

ンターネット環境があるかというのを簡易ではありますけど調査しておりま
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す。その中で、ないという家庭、ただ、これは来年度また学年が変わりまし

たら、新しいお子さんが入ってこられてという形で変わるとは思うんですけ

ど、一応、小学校費の方で１０台、中学校費の方で６台のルーターを計上し

ております。  

 以上でございます。  

議長（西島寛道）   台数。  

学校教育課長（高江裕之）   端末台数につきましては、４７０台計上してお

ります。  

議長（西島寛道）   ほかに質疑ありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   谷田利一議員。  

３番（谷田利一）   私の方から、１０ページ、野外活動センター施設整備で

すけども、これ、有王のあれと思うんですけども、図面番号の２番の上と下

ですけども、上の方はもう既に以前にもされているので、２番の下の方が追

加になるんですかね。どういう工事なのかをお伺いします。  

 それと、テントサイトということですので、これ、テントみたいに立てら

れるように土台だけをつくるんか、それとも、テントも設置しての整備なの

かをお聞きします。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   菱本産業環境課長。  

産業環境課長（菱本嘉昭）   ただいまの谷田利一議員のご質問にお答えいた

します。  

 今回の野外活動センターの施設整備につきましては、大正池グリーンパー

クにございますテントサイトの区画の拡充と、併せまして展望スペースの整

備ということで、柵の設置を考えております。どういうものかといいました

ら、テントデッキというものではなくて、区画の整備を行ってテントを張れ

るところ、土台はないというところの整備を考えております。  

 以上でございます。  

議長（西島寛道）   ほかに質疑ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  
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 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第３９号、令和２年度井手町一般会計補正予算（第３回）

を採決します。  

 議案第３９号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（西島寛道）   挙手全員です。したがって、議案第３９号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第８、令和元年度城南土地開発公社決算に関する報告書につい

てであります。  

 なお、本件につきましては既に城南土地開発公社理事会で承認済みのもの

であり、井手町もこの公社に加入いたしております関係上、議員の皆さん方

にもご承知願っておきたいと考え、報告事項として日程に組み入れましたの

で、説明を受けるにとどめたいと思います。  

 提出者より説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   花木企画財政課長。  

企画財政課長（花木秀章）   それでは、令和元年度城南土地開発公社決算に

関する報告書につきましてご説明申し上げます。  

 それでは、２ページをお開きください。土地の取得、売却でございます。

取得実績明細表及び売却実績明細表、どちらにつきましても井手町分はござ

いません。  

 次に、２０ページをご覧ください。公有用地明細表でございます。井手町

分につきましてはございません。  

 次に、２２ページをお開きください。中段、短期借入金明細表でございま

す。こちらにつきましても、井手町分はございません。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（西島寛道）   以上で日程第８を終わります。  

 日程第９、発議第２号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政

の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書を議題とします。  

 発議第２号について、提出議員から提案理由の説明を求めます。  
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     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   奥田俊夫議員。  

１番（奥田俊夫）   １番、奥田俊夫です。  

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方

税財源の確保を求める意見書。  

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的、社会的影響をもたら

しており、国民生活への不安が続いている中で、地方税、地方交付税等の一

般財源の激減が避け難くなっている。本町のように税収が少ない自治体にと

っては、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政はかつてない厳

しい状況になることが予想される。  

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、

安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充

実することを盛り込んだ意見書を、今回、提出させていただきます。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 よろしくお願いします。  

議長（西島寛道）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、発議第２号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政

の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書を採決します。  

 発議第２号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（西島寛道）   挙手全員です。したがって、発議第２号は原案のとおり

可決されました。  

 日程第１０、発議第３号、インターネット上での人権保護を求める意見書

を議題とします。  



 

－７２－ 

 発議第３号について、提出議員から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（西島寛道）   脇本尚憲議員。  

２番（脇本尚憲）   ２番、脇本尚憲です。  

 近年のインターネットの普及、進歩により、私たちの生活は劇的に変化し

ました。このコロナ禍でも外出せずに買物ができる、リモートで授業や会議

を行うことができる、そして、自宅にいながら世界中の人々とつながる、自

身の意見や思いを発信することができるなど、まだまだＩＴ技術は未来に向

かって無限の可能性を秘めています。  

 しかし、その反面、弊害も生まれています。匿名性を悪用し、事実でない

ことがあたかも事実のように書き込まれ、また、人格を否定するような言葉

や呼びかけなど、その行動により当事者が精神的に追い詰められて自死に至

る痛ましい事例も発生しています。  

 本町でも、春先に新型コロナウイルス感染事例が発生した際には、一部の

インターネット掲示板で、本町やその関係者に対して誹謗中傷や根拠のない

デマが書き込まれていました。  

 今回、この意見書を提出し、人権のまち井手町としてしっかりとした意思

表示をすることが必要だと感じ、このインターネット上での人権保護を求め

る意見書を提案したいと思います。  

 以上です。  

議長（西島寛道）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、発議第３号、インターネット上での人権保護を求める意見書を

採決します。  

 発議第３号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  
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     （賛成者挙手）  

議長（西島寛道）   挙手全員です。したがって、発議第３号は原案のとおり

可決されました。  

 次に、日程第１１、閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。  

 各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。  

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出

のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。  

 お諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。会議

規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませ

んか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（西島寛道）   異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉

会することに決定しました。  

 これをもちまして本日の会議を閉じ、令和２年９月井手町議会定例会を閉

会します。  

 大変ご苦労さまでございました。  

     閉会  午前１１時１４分  
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右、会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名す

る。  

 

 

   議   長    西  島  寛  道  

 

 

 

   署名議員    脇  本  尚  憲  

 

 

 

   署名議員    谷  田  みさお  
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